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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループを取り巻くデジタル関連市場においては、インターネット環境の飛躍的な進展やスマートデバイスの普及拡大等を背景に、コンテン
ツやサービスの多様化が急速に進んでいます。その一方、各企業においては、その開発及び運営を支えるIT人材が慢性的に不足していることか
ら、ソフトウェアの開発・テスト・プロモーション等の支援サービスを提供している当社グループの収益機会は、今後も引き続き増加するものと見込
んでおります。

　このような状況のもと、当社グループでは、2017年より『第二創業期』と位置付け、経営体制等の大幅な変更を行い、アジア№１の「総合テスト・ソ
リューションカンパニー」を目指し、主力のエンターテインメント事業においては、デバッグサービスを中心に競争優位性のさらなる向上に努めると
ともに、成長分野として位置付けるエンタープライズ事業においては、システムテストサービスを中心に、第二の収益の柱と育てるべく、事業拡大を
推進しております。

　当社は、株主、顧客、取引先、従業員及び地域社会などのステークホルダー(利害関係者)の信頼に応える企業活動を通じて、企業価値のさらな
る向上のため、グループ経営を統括する立場から、『第二創業期』におけるグループ経営方針・経営戦略の策定、経営資源の配分及び事業会社
である子会社等の経営指導等を通じて、法令や社会規範を遵守しつつ、経営の透明性確保及び経営の効率化を推進して参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4　議決権の電子行使及び招集通知の英訳】

当社では、議決権電子行使プラットフォームの導入や招集通知の英訳は行っておりませんが、今後、当社の株主における機関投資家や海外投資
家の株主構成比率の推移を踏まえ、継続的に検討を行って参ります。

【補充原則4-1-2　中期経営計画】

当社グループが事業を展開するIT・デジタル関連業界は環境変化のスピードが著しく速く、その変化に即した迅速かつ柔軟な経営判断を行う必要
があるため、当社は、現時点において中期経営計画の策定・公表は行っておりません。当社は、中期経営計画に代わるステークホルダーとの対
話手段として、単年度毎の見通し及び中期的な取り組みを適宜公表致します。

【原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役は、当社グループの現在の企業規模や経営方針に照らし、国内外での経験・実績、知識、能力等のバランスがとれた多様性あるメ
ンバーで構成され、その規模も適正と認識しております。今後、当社グループの成長に合わせ、規模に応じて、国際面、ジェンダーの観点から、よ
り多様性のある構成を検討して参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

（政策保有株式に関する方針）

当社は、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を目的に、業務提携・取引関係の維持・強化等を図るため政策保有株式を保有する。

取得するにあたって、保有の目的が当社の中長期的な企業価値向上に合致しているかを確認のうえ、関連取引便益、配当その他のリターンが資
本コストに見合っているか等、総合的に検討を行う。

保有する全ての政策保有株式については、発行会社の業績及び株価、配当等の状況を日々監視し、株式市場の低迷による減損リスクを回避す
る。その分析をもとに、取締役会において、毎年取引関係の維持・強化によるシナジー効果について、将来の見通しを総合的に判断した上で、適
宜、政策保有を評価し、保有の合理性がないと判断される政策保有株式は、適時、株価や市場動向その他の事情を考慮して売却をすることで、
中長期的な経済的合理性を維持する。また、有価証券報告書等を通じて全銘柄の株式数、貸借対照表計上額等の情報を開示する。

（議決権の行使に関する方針）

当社は、発行会社の中長期的な企業価値または株主価値向上の観点から、その議決権を行使する。発行会社の業績が著しく悪化または長期間
低迷している場合、重大な不祥事が発生した場合、経営環境が著しく悪化している場合等においては、発行会社との対話を踏まえ、慎重に議決権
を行使する。

【原則3-1　情報開示の充実】

１．企業理念、経営戦略、経営計画等

当社グループの経営理念は、『私たちは、確かな技術と人の力で、ITイノベーションの安全品質を支え、高度デジタル社会に歓びと安心を生み、進
歩発展に貢献します』であり、本理念には、当社グループの存在意義及び経営目標が包含されております。

当社は、中期経営計画の策定・公表は行っておらず、単年度毎の見通し及び中長期的な取り組みを公表致します。

https://www.digitalhearts-hd.com/ir/mediumtermmanagementplan/

2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社は、ステークホルダーの信頼に応える企業活動を通じて、企業価値のさらなる向上のため、グループ経営を統括する立場から、グループ経営
方針・経営戦略の策定、経営資源の配分及び事業会社である子会社等の経営指導等を通じて、法令や社会規範を遵守しつつ、経営の透明性確
保及び経営の効率化を推進して参ります。



3. 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

当社は、取締役の報酬等の決定方針及び手続について、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締役会は、かかる
答申を最大限に尊重し決定しております。

4.取締役、監査役の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続き

当社は、取締役及び監査役の選解任・指名について、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締役会は、かかる答
申を最大限に尊重し決定をしております。

5. 取締役、監査役の個々の選解任理由

当社は、取締役及び監査役について、候補者の個々の選解任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しております。

【原則4-1-1　経営陣に対する委任の範囲の概要】

取締役会は、次に掲げる事項に関する決議を行うものとしております。

（１）株主総会に関する事項

（２）決算に関する事項

（３）役員に関する事項

（４）株式及び社債に関する事項

（５）剰余金の配当に関する事項

（６）重要な人事に関する事項

（７）重要な業務執行に関する事項

（８）子会社に関する事項

（９）重要な規定の制定、改廃に関する事項

（10）その他、定款、社内規定により取締役会の決議を必要とする事項

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり策定しております。なお、独立
社外取締役及び独立社外監査役については、独立役員として取引所に届け出を行っておりますが、石綿学氏は、同氏の所属する法律事務所の
内規に基づき、独立役員としての届け出は行っておりません。

≪独立性に関する判断基準≫

当社の社外取締役は、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。

（１）過去３年間において、当社及び当社の関係会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者であった者。

（２）過去３年間において、当社及び当社の関係会社の主要な取引先又はその業務執行者であった者。

（３）過去３年間において、当社及び当社の関係会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法
律専門家であった者（当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属していた者）。

（４）次のa.及びb.のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者（二親等以内の親族）。

　a.（１）から（３）までに掲げる者。

　b.当社の関係会社の業務執行者。

【補充原則4-11-1　取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

当社は、取締役会の構成について、当社グループの成長にあわせ、知識、経験、能力等を相互に補完しうる多様な役員で構成されるべきと考えて
おります。また、より客観的かつ独立の立場からの意見・指摘が、取締役会における議論の活性化に資するとの考えから、当社の定める独立性基
準を満たした社外取締役を２名以上選任致します。

【補充原則4-11-2　取締役・監査役の兼任状況】

取締役（社外取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）は、当社グループに時間・労力を振り向けるべく、原則として、当社グループを除く、他
の上場会社の役員を兼務しないものとし、やむを得ず取締役及び監査役が他の上場会社の役員を兼務する場合は、極力当社における職務に注
力するものとしております。

取締役及び監査役の他社での兼務状況は、法令等に基づき、株主総会招集通知、事業報告等において開示致します。

【原則4-11-3　取締役会の実効性についての分析・評価】

当社は、社外役員を含む取締役及び監査役を対象に、毎事業年度ごとに、取締役会の実効性に関するアンケートを実施しております。このアン
ケートは、コーポレートガバナンス・コードの各原則等、特に第四章の趣旨を当社取締役会が認識し実効性のある運営を行っているかについての
質問が主な内容となっております。

2018年3月期の当社取締役会は、提案内容の充実化を背景に自由闊達な議論が交わされており、全体として実効性は担保されているとの評価結
果となりました。

【補充原則4-14-2　取締役・監査役のトレーニング方針】

当社は、取締役及び監査役に対し、求められる役割を果たすために、外部専門講師等による役員研修を実施しております。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、経営戦略や事業に対する理解を得るため株主との十分な対話の機会の確保を意識し、経営陣幹部、IR担当役員及びIR担当責任者が主
体となったIR活動を行います。

IR担当は、社長を含む取締役の株主及び投資家との対話を補助し、事業戦略部門、管理部門、当社グループ内の主要部門と日常的に連携しま
す。年間の基本活動は、年2回の経営陣幹部による決算説明会開催のほか、カンファレンス、スモールミーティング等にも積極的に参加しており、
また、株主からの対話の申し込みに対しては、合理的な範囲で対応することに努めております。IR活動等を通じて寄せられた株主やアナリストの
意見は、IR担当役員が情報を集約し、その重要性や必要性に応じて取締役会への報告や社内周知を行います。また、当社は、内部規定に基づ
き、未公表のインサイダー情報の管理を徹底致します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満



【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

宮澤　栄一 7,037,189 32.17

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 3,842,000 17.56

Ａ－１合同会社 1,278,200 5.84

A&G共創投資第1号投資事業有限責任組合 1,095,983 5.01

STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC

A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM (常任代理人　香港上海銀行東京支

店)

700,000 3.20

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 380,800 1.74

MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 377,600 1.72

若狹　泰之 340,000 1.55

DANSKE BANK CLIENTS, UCITS (常任代理人　香港上海銀行東京支店) 171,100 0.78

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） (常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 137,464 0.62

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

1. 上記のほかに当社所有の自己株式2,016,206株があります。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

柳谷　孝 他の会社の出身者

石綿　学 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

柳谷　孝 ○ ―――

同氏は、会社経営者としての豊富な経験を有
し、客観的立場から当社の経営を監督していた
だくことができると判断しております。また、過
去に当社との間で顧問契約を締結しておりまし
たが、その報酬額は僅少であり、独立役員の
要件を充足し、一般株主との間に利益相反が
生じるおそれがないことから独立役員として指
定しております。



石綿　学 　 ―――

同氏は、弁護士の資格を有し、専門的知見等
があり、客観的立場から当社の経営を監督い
ただくことができると判断しております。また、当
社は、同氏の所属する法律事務所と法律顧問
契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少
であり、独立役員の要件を充足し、一般株主と
の間に利益相反が生じるおそれはないと判断
しております。なお、同氏の所属する法律事務
所の内規に基づき、独立役員としての指定は
行っておりません。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は、委員会設置会社ではありませんが、当社及び主要子会社の取締役、監査役及び執行役員の指名、並びに報酬等に関する意思決定の公
平性及び客観性を確保し、当社グループのコーポレートガバナンス機能の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数（取
締役会長及び社外取締役２名が委員）で構成される指名報酬委員会を任意で設置しております。

指名報酬委員会の委員長は委員の互選をもって選定されます。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人から会計監査の内容や結果について報告を受けるとともに、必要に応じ、監査計画、監査実施状況等についての意見交換
を行い、相互の連携を高めるようにしております。

監査役は内部監査人と定期的に意見交換を行い、監査計画、監査実施状況等を相互で共有し、効率的な監査の実施に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

高井　峰雄 他の会社の出身者

二川　敏文 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者



b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

高井　峰雄 ○ ―――

同氏は、金融機関での勤務を通じて培った専
門的知見等があり、独立役員の要件を充足し、
一般株主との間に利益相反が生じるおそれが
ないことから独立役員として指定しております。

二川　敏文 ○ ―――

同氏は、金融機関での勤務を通じて培った専
門的知見等があり、独立役員の要件を充足し、
一般株主との間に利益相反が生じるおそれが
ないことから独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、社外役員４名全員が独立性の判断基準を満たしておりますが、うち３名を独立役員として、取引所に届け出を行っております（うち１名は
所属する法律事務所の内規により当該届け出は行っておりません。）。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

平成29年６月27日開催の第４回定時株主総会において、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

第５期（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）の有価証券報告書で開示のとおり、取締役報酬額は、184,250千円です。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役の報酬等の決定について、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締役会は、かかる答申を最大限
尊重し、決定する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社では、社外取締役に対しては管理部門、社外監査役に対しては内部監査部門が中心となり、適宜必要な資料及び情報の提供やヒアリング対
応等のサポートをしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．会社の機関の基本説明

・当社は、監査役会設置会社であり、取締役会は取締役５名（うち社外取締役２名、男性５名）で、監査役会は監査役４名(うち社外監査役２名、男
性４名)で構成しております。

・当社は、会計監査人については有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。

(取締役会)

当社の取締役会は取締役５名(うち社外取締役２名)で構成しており、原則として毎月１回、定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締
役会を開催しております。取締役会では、次に掲げる事項に関する重要事項の審議と決議を行います。

（１）株主総会に関する事項

（２）決算に関する事項

（３）役員に関する事項

（４）株式及び社債に関する事項

（５）剰余金の配当に関する事項

（６）重要な人事に関する事項

（７）重要な業務執行に関する事項

（８）子会社に関する事項

（９）重要な規定の制定、改廃に関する事項

（10）その他、定款、社内規定により取締役会の決議を必要とする事項

（指名報酬委員会）

指名報酬委員会は、当社及び主要子会社の取締役、監査役及び執行役員の指名、並びに報酬等に関する意思決定の公平性及び客観性を確保
し、当社グループのコーポレートガバナンス機能の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数の社外取締役で構成され、取締役会に対
して、取締役、監査役及び執行役員の指名並びに報酬等に関して答申を行います。

(コンプライアンス委員会)

当社では、グループコンプライアンスガイドラインを定め、企業倫理や遵法精神をグループ内に浸透させ、不正や違法行為を未然に防止するため
の仕組みや社風をグループ全体に築くことを目的として、グループ各社ごとに取締役、監査役、当社からの派遣社員、その他幹部社員等で構成す
るコンプライアンス委員会を設置し、グループコンプライアンスガイドラインに基づき、コンプライアンス遵守を推進すると共に、グループ各社の事業
特性に応じた様々な議題を取り上げ、事前に聴取した外部の職業的専門家(法務、税務、労務等)の意見も踏まえたうえで、コンプライアンス体制
の強化に努めております。また、それらコンプライアンスに関する事項については、定期的に当社取締役会に報告を行っております。

２．内部監査及び監査役監査の状況

(内部監査)

当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室に属する内部監査人２名が、監査役及び会計監査人と連携し、グループにおける業務活動の有効
性及び効率性の観点から内部監査を実施致します。

内部監査人は、内部監査に係る社内規程等に準拠し、年間計画に基づき、グループ全体の監査を実施致します。

監査結果は代表取締役社長に直接報告されるとともに、被監査部門に対しては監査結果を踏まえた具体的な改善指導を行います。また、その後
の改善状況等について検証・分析し、必要に応じて改善指導等を実施致します。

なお、内部統制報告制度に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する評価も実施致します。

(監査役監査)

当社では、監査役会を設置し組織的かつ計画的に監査役監査を実施するとともに、各監査役は内部監査人及び会計監査人と連携し、効果的か
つ効率的に監査役監査を実施致します。

当社の監査役会は監査役４名(うち社外監査役２名)で構成しており、原則として毎月１回、監査役会を開催しております。各監査役は、当社グルー
プ内での過去における経理経験や公認会計士としての会計に関する知見、金融機関勤務を通じて培った財務に関する知見等を活かし、関係法
令、監査役会が定めた規則及び監査役会における協議結果に基づき、取締役の職務執行の状況について、その適法性を中心に監査を実施致し
ます。また、取締役会やその他の重要な会議体への出席等を通じて、業務執行が法令、定款及び社内規程等に準拠して行われているかについて
も監査を実施致します。

３．会計監査の状況

会計監査人につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任し、同監査法人と監査契約を締結しております。当事業年度に係る監査業務を執
行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりです。

監査業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員　業務執行社員：藤本貴子、野田智也

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士９名、その他９名

４．内部統制部門、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

内部統制部門、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携は、以下のとおりであります。

・監査役及び内部監査人は、業務監査の実施に際して、相互に監査計画を閲覧するとともに、監査実施後は監査結果につき意見交換を行うことを
通じて、情報共有を図る体制を敷いております。また、監査役及び内部監査人による監査結果は、会計監査人にも伝達されており、会計監査人



は、必要に応じて監査役及び内部監査人に対して質問等を実施しております。なお、被監査部門は、監査結果を踏まえ内部統制の改善を図って
おります。

・監査役は、会計監査を実施するにあたり、主要な被監査部門たる財務経理部門長及び当該部門の管掌取締役、及びグループ各社の社長並び
に適切な部門責任者等に対して、重要事項に関する説明を求めるとともに、会計監査人と監査実施前に協議を行うことにより、効果的かつ効率的
な監査を実施しております。また、会計監査人による会計監査の実施後においては、監査役は会計監査人に対して、監査の方法等を確認すること
を通じて、会計監査人による会計監査の相当性を評価しております。

・監査役、会計監査人及び内部監査人は、財務報告に係る内部統制の監査及び評価の実施に際して、内部統制部門に対して、業務の内容並び
に業務のリスク及びそれに対する統制活動等に関して説明や資料を求めるとともに、監査役及び会計監査人は、内部統制の評価者たる内部監査
人に対して、評価方法及び評価結果の判断プロセス等につき質問等を実施致します。また、内部統制部門は、監査役、会計監査人及び内部監査
人による指摘等を踏まえ、内部統制の整備及び運用に関して継続的に改善活動を実施しております。

５．社外役員

当社では、社外取締役及び社外監査役は、取締役会やその他の重要な会議体への出席、社外役員間での定期的な会合等を通じて、独立性の高
い立場から、取締役による職務執行の監督・監視等を実施しております。

また、当社では、コーポレートガバナンスの一層の強化・充実を図る観点から、社外役員を選任するための独立性に関する判断基準を定め、本報
告書において開示しております。

６．社外役員との責任限定契約

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する旨定款に定めております。当該規定に基づき、当
社と当社の社外取締役２名及び社外監査役３名とは責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度は、会社法第425
条第１項に定める最低責任限度額としております。ただし、責任限定が認められるのは、当該社外役員が責任の原因となった職務の遂行につき
善意かつ重大な過失が無いときに限られております。

７．会計監査人との責任限定契約

当社は、定款において、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる旨定めております。当該規定に基づく当社と会計監査人との責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。

監査受嘱者の本契約の履行に伴い生じた監査委嘱者の損害は、監査受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、監査受嘱者の会計監
査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、又は受けるべき財産上の利益の額として法務省令で定める方
法により算定される額に二を乗じて得た額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、社外取締役による客観的立場からの経営の監督及び監査役監査による取締役の職務の監視が行われております。

このため、当社の規模、業態等を勘案し、経営上の意思決定等においては、十分な牽制機能を有していると考え、現状のコーポレート・ガバナンス
体制を選択しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組んで参る所存です。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日を回避した日時において株主総会の開催に取り組んで参る所存です。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

すべてのステークホルダーに対し透明性、公平性、継続性を基本に金融商品
取引法及び当社が上場している東京証券取引所の定める諸規則を遵守し、タ
イムリーかつ正確な情報提供に努めて参ります。

情報の提供にあたっては、関連法規に準拠するとともに、当社グループの事業
活動を幅広く理解していただくため、経営方針や事業戦略、財務情報などさま
ざまなIR情報を発信して参ります。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算説明会を年1回または2回開催し、業績の概況や今後の事業展開等につ
いて、社長、IR担当役員らが説明する予定であります。

あり

IR資料のホームページ掲載 決算情報、有価証券報告書、その他の適時開示資料等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IRに関する部署はIR部門であります。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループは、多様化する情報通信技術の健全かつ進歩的な発展と若年層を中心とし
た雇用の創出を通じて、豊かな社会に貢献する事を経営目標としております。そのため、
当社グループが営む各事業は、本質的に社会及び環境に係る課題を解決しようとするも
のであり、事業を遂行することこそ当社グループが貢献できる情報通信社会の発展と雇用
の創出そのものであると認識しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社及びグループ会社は、「グループコンプライアンスガイドライン」に基づき、当社及びグループ会社の取締役、使用人の職務の執行が、法
令、定款はもとより社会規範、企業倫理、社内規程に適合することを確保し、適正かつ健全に遂行されるための体制を構築するものとする。

（２）当社は、グループ全体で遵守意識の醸成を図るべく、当社グループの役職員を対象に、コンプライアンス研修を実施する。

（３）当社及びグループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、法律に即して断固たる行動をとるものと
し、一切の関係を遮断し、それらの活動を助長するような行為を行わないものとする。

（４）当社及びグループ会社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、内部統制を整備・運用するものと
する。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（１）当社は、取締役の職務執行に係る情報について、文書または電磁的媒体に記録し、法令及び社内規程等に従い、適切に保存、管理するもの
とする。

（２）取締役及び監査役から閲覧の要請があった場合には、すみやかに閲覧に供することとする。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社は、グループの経営に損失を及ぼすおそれのあるリスクについては、「グループリスクマネジメント規程」に基づき対応を図るとともに、特
に重大なリスクについては、取締役会、リスクマネジメント委員会等において対処方針を検討し、的確に把握し、管理するものとする。

（２）当社は、重大なリスクが顕在化した場合には、当社の社長または当社の社長が指名する者を責任者とする緊急対策チームを設置し、適時、
適切に対応策を講じるものとする。

（３）グループ会社は、各社のリスク管理体制および危機管理体制を適切に整備するものとする。

４．当社の取締役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社は、グループ全体にかかる経営戦略やグループ経営の根幹となる基本方針等を策定し、グループ会社の取締役等を通じて、グループ会
社への指導及びグループ全体での進捗状況の定期的な確認を行い、グループ会社は、当該戦略及び基本方針等に基づき、事業計画の立案、実
施を行うものとする。

（２）当社は、グループにおける指揮命令系統、権限及びその他の組織に関する基準を定め、グループ会社は、これに準拠した規程や体制の整備
を行うものとする。

５．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）当社は、「関係会社管理規程」を定め、同規程及び法令等に基づきグループ会社の状況に応じて適切な管理、指導を行うとともに、グループ
会社における重要事項の決定を当社取締役会の付議及び承認事項とする。

（２）当社は、グループ会社の取締役等を通じて、グループ全体における意思統一及びグループ会社に対する指示・監督を行うものとする。

（３）当社は、グループ会社に役員を派遣し、監視・監督を行うとともに、当社の内部監査部門は、監査役と連携を図りながら、当社及びグループ会
社に対する法令、社内規程等への適合性の観点から、当社及びグループ会社の監査を実施する等、監査体制の強化を図るものとする。

（４）当社は、内部監査部門及び監査役を窓口として、当社グループの役職員が、当社及びグループ会社のコンプライアンスについて、直接通報で
きるグループ内部通報制度を構築するものとする。

（５）グループ会社は、当社の定める「関係会社管理規程」に基づき、重要な情報は当社の社長を通じ、その他営業および事業の進捗状況、月次
決算書、その他グループ会社の業務全般に関する事項については、定期的に当社の管理部門を通じて、当社に報告を行うものとする。

６．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社
の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）当社は、当社の監査役が補助使用人を置くことを求めた場合、専任または兼任による使用人を置くものとする。

（２）補助使用人は、当社の就業規則に従うが、指揮命令権は当社の監査役に属するものとし、異動、人事考課、懲戒等の人事事項については、
当社の監査役の同意を得た上で決定するものとする。

７．当社の監査役に報告するための体制

（１）当社の取締役及び使用人は、当社の監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。

（２）当社及びグループ会社の取締役、使用人は、当社の監査役に対し、法定の事項はもとより、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部
監査の状況、グループ内部通報制度による通報状況等を報告するものとする。

８．当社の監査役への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社の監査役への報告を行った当社及びグループ会社の取締役、使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行
うことを禁止するものとし、当社及びグループ会社の取締役、使用人に周知徹底するものとする。

９．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理
に係る方針に関する事項

（１）当社の監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用等が当該監査役の職務の
執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該請求に係る費用等を処理するものとする。

（２）当社の取締役は、当社の監査役の職務の執行に要する費用等については、監査の実効性を担保するべく予算確保の措置をとるものとする。

１０．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）当社の監査役は、当社及びグループ会社の取締役、重要な使用人等から必要に応じて意見聴取を行うものとする。

（２）当社の監査役は、当社及びグループ会社の取締役と定期的な会合を行うものとする。

（３）当社の監査役は、当社及びグループ会社の重要会議に出席し、重要事項の審議、報告状況を確認しうるものとする。

（４）当社の監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換、意見交換を行い、相互に連携して監査を実施するものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



当社は、反社会的勢力排除に対しては、法律に即して断固たる行動をとり、一切の関係を遮断し、それらの活動を助長するような行為を行わない
ことを基本方針としております。

当社は、管理部門を統括部門とし、警察・弁護士等の外部機関と連携を図り、反社会的勢力に対して組織的に毅然とした姿勢で対応する体制を
整備するとともに、社内研修等を通じ、反社会的勢力排除へ向けた啓発活動を行っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社では、買収防衛策を導入しておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

［適時開示体制の概要］

１．会社情報の開示に係る基本方針

当社は、株主や投資家をはじめとしたすべてのステークホルダーに対し、金融商品取引法及び株式会社東京証券取引所の定める「上場有価証券
の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」（以下、「適時開示規則」という）に則り、会社情報の適時適切な開示に努めて参ります。

２．会社情報の適時開示に係る社内体制

当社では、会社情報の管理に関する規定を定め、管理部門を情報管理担当部門と位置づけております。これに基づき情報取扱責任者が、情報収
集の迅速性・網羅性、開示判断の適切性等に留意しつつ、IR部門を通じて会社情報を適時に開示して参ります。

また、開示の要否に係る判断や開示資料の作成に関しては、必要に応じて監査法人や顧問弁護士等の外部専門家に意見を求めることとしており
ます。

(１)決定事実に関する情報

当社では、情報取扱責任者が当社及び子会社の取締役会付議事項を事前に把握し、適時開示規則に照らして開示すべきと判断される場合に
は、予め開示資料を作成致します。その後、取締役会での決議承認を経た後に、速やかに開示を実施致します。

また、重要事実に該当する事項ではない場合でも、投資家に対して開示すべきと判断した情報については、任意で情報開示を実施致します。

(２)発生事実に関する情報

当社では、発生事実につきましては、各部門及び子会社等から情報取扱責任者への報告をもとにIR部門を通じて、代表取締役社長に報告されま
す。重要事実と判断される場合にはIR部門が開示資料を作成し、取締役会に報告を行った上で、適切な時期に開示を行います。

なお、緊急性を要する場合には、代表取締役社長の判断のもと適時に開示を致します。

(３)決算に関する情報

決算に関する情報については、経理部門が作成し、監査法人による監査を受けた後に、取締役会に報告し、作成承認及び提出承認を得た上で、
公表致します。

３．情報の開示方法

情報の開示は、関係法令及び「適時開示規則」に従い、株式会社東京証券取引所の適時開示データベース(TDnet)への登録により行います。

また、報道機関に対しては、株式会社東京証券取引所兜クラブ内での記者発表や、資料投函を通じたプレスリリースの配信を行います。

なお、上記の開示情報は、当社ホームぺージにおいても掲載致します。

４．開示業務に関する統制・監視

当社では、業務の執行部門から独立した立場にある内部監査部門として内部監査室を設置しております。内部監査室は、監査役と連携して、整
備した適時開示体制の実効的な運用を担保する観点から、開示業務が適切に実施されているかどうかを確認するためのモニタリング活動を実施
しております。

具体的には、開示体制全般に関するモニタリングのみならず、原則として開示の都度、開示情報の収集における迅速性・網羅性、開示判断の適
切性、及び開示の公平性・積極性等の視点から、内部監査、監査役監査を実施しております。



【内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制】 
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